
■求職者の職業能力を証明するＡ判の大きさの４種類のシート 
 (①履歴シート、②職務経歴シート、③キャリアシート、④ 
 評価シート)です。 
 
■職業相談などの専門家である登録キャリア・コンサルタント 
 が求職者と面接(キャリア・コンサルティング)した結果につ 
 いてのコメントなど、履歴書などにはない求職者に関する詳 
 細な情報が記載されているので、短時間の採用面接では分か 
 らない求職者の職業能力やレベルなどを客観的に評価できま 
 す。 

ジョブ・カード 

ジョブ・カード制度 

ジョブ・カード制度推進事業の現状 
平成２６年６月２０日 

日本商工会議所 
中央ジョブ・カードセンター 

【参考１】ジョブ・カード活用のフロー図                8 

【参考２】訓練生の男女別、年齢別の内訳                      9 

【参考３】雇用型訓練を実施した企業の業種別、規模別の内訳          10 
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６．雇用型訓練の修了者数と正社員数の推移            6 

７．雇用型訓練を実施した企業から寄せられた声          7 

■ジョブ・カードを活用した雇用型訓練を通じ、有能な人材を 
 育成したい企業と正社員の経験が少ない求職者とのマッチン 
 グを促進する国の制度です。雇用型訓練を実施する企業では、 
 訓練生の適性や能力などを判断したうえ、正社員として継続 
 雇用できます。また、一定の要件を満たす場合は、国からの 
 助成金を受けられます。 
 
■商工会議所では、国(厚生労働省)からの委託により、上記の 
 雇用型訓練を実施する企業を支援しています。 



・・・高等学校の卒業者などを対象とした１年または２年の職業訓練。 

・・・在職労働者を対象に実施する２日～５日の職業訓練。 

・・・ハローワークの求職者を対象とした３カ月～１年の職業訓練。民間 
     の教育訓練機関では実施できない「ものづくり系」を中心に実施する 
     職業訓練など。 
 

・・・ハローワークの求職者を対象に、専修学校やＮＰＯなどの民間の教 
     育訓練機関などに委託する標準４カ月の職業訓練。ＯＪＴとＯｆｆ-ＪＴを 
   組み合わせた「日本版デュアルシステム」がある。 

・・・企業との雇用関係のもとで行われるＯＪＴ(実習)とＯｆｆ-ＪＴ(座学等) 
   を効果的に組み合わせた職業訓練。 
   ①「有期実習型訓練」(３カ月以上６カ月以内) 
   ②「実践型人材養成システム」(６カ月以上２年以内) 

求職者支援訓練 
（実施主体：機構） 

・・・雇用保険を受給できない者などを対象に、基礎能力から実践的能力 
     までを習得するための３カ月以上６カ月以内の職業訓練。 

雇用型訓練 
（実施主体：企業） 

委託型訓練 
（実施主体：都道府県） 

各地商工会議所 
厚生労働省 

(職業能力開発局) 日本商工会議所 企業 

企業 

面接 

正社員 

＜ジョブ・カードを活用＞ 

ジョブ・カード制度 
ハローワーク 

（厚生労働省職業安定局所管） 

能力評価 

訓練実施企業 
などで正社員 

求職者 

ジョブ・カード制度の対象となる職業訓練 

都道府県労働局 
（厚生労働省職業安定局所管） 

求人誘導 

職業訓練 

訓練終了 

雇用型訓練を 
受けない場合 

雇用型訓練を 
受ける場合 

２ 

４ 

３ 

求職 

商工会議所で実施しているジョブ・カード制度推進事業 

委託 再委託 

助成金の支給 

学卒者訓練 

離職者訓練 ３ 

公共職業訓練 
（実施主体：都道府県、機構） 

１ 

２ 

【注】表中の「機構」は、「高齢・障害・求職者雇用支援機構」を指す。 

支援 

在職者訓練 １ 

１．職業訓練体系でのジョブ・カード制度の位置づけ 

1 



厚生労働省 
（職業能力開発局） 

Ｃ商工会議所 
 

地域ジョブ・カード 
サポートセンター 

Ｂ商工会議所 
 

地域ジョブ・カード 
センター 

都道府県労働局 
（厚生労働省職業安定局所管） 

企業Ａ 

支
援 

助成金の支給（雇用型訓練の終了後） 

再々委託 

日本商工会議所 
 

中央ジョブ・カードセンター 

Ａ商工会議所 
 

地域ジョブ・カード 
サポートセンター 

企業Ｂ 

企業Ｃ 

支
援 

再
委
託 

公募・委託 

再々委託 

※地域ジョブ・カードセンター     ４７カ所 
 
※地域ジョブ・カードサポートセンター ６３カ所 

支
援 

○
○
都
道
府
県 

２．ジョブ・カード制度推進事業のスキーム 

2 



３．商工会議所の全国的なネットワークを活用した事業の展開 
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○ジョブ・カードを採用面接の応募書類として活用する企業(ジョブ・カード普及サ 
 ポーター企業)の開拓。事業のスタート時(平成２０年度)からの累計で７.８万社。  
  ⇒企業への個別訪問や説明会、各種会議、会報、ホームページ、リーフレット、地元新聞などを活用 
   したＰＲ活動により、企業に対して雇用型訓練の活用を働きかけ。 
 

○ジョブ・カード普及サポーター企業のうち、雇用型訓練の実施を希望する企業に対 
  し、訓練カリキュラムと評価シート(ジョブ・カード様式４)などを含めた訓練計画 
 の作成を支援。累計では４.３万社。 
   
○雇用型訓練の実施中は、実施状況を確認するとともに、経営者と訓練の指導者、訓 
 練生に対し、訓練日誌への記入方法などについてアドバイス。  
  ⇒訓練期間は、｢３カ月超６カ月以内｣(５４％)、｢３カ月｣(２５％)、｢６カ月超１年以内｣(１９％)、 
    ｢１年超２年以内｣(２％)の順で多い。 
 

○雇用型訓練の終了後は、助成金の支給申請書の作成支援と支給申請手続きについて 
 アドバイス。就労状況についての調査も実施。 

◆北は北海道から南は沖縄県まで、全国各地の１１０カ所の商工会議所では、国（厚 
 生労働省）からの委託事業に協力。  
◆大都市だけでなく、人口が１.５万人の小都市に所在する商工会議所でも実施。 



ブロック № 都道府県名 
地域ジョブ・ 

カードセンター 
地域ジョブ・カードサポートセンター 

北海道 1 北海道  札幌 1  釧路 

東北 

2 青森県  八戸 1  青森 

3 岩手県  盛岡 2  宮古、北上 

4 宮城県  仙台 1   気仙沼 

5 秋田県  秋田 2  大館、横手 

6 山形県  山形 1  米沢 

7 福島県  福島 1  白河 

北陸 
信越 

8 新潟県  新潟県連 1  上越 

9 富山県  富山 0  （設置せず） 

10 石川県  金沢 0  （設置せず） 

11 長野県  松本 3  上田、長野、飯田 

関東 

12 茨城県  水戸 1  結城 

13 栃木県  宇都宮 2  足利、日光 

14 群馬県  前橋 4  館林、伊勢崎、太田、藤岡 

15 埼玉県  埼玉県連 3  川越、熊谷、春日部 

16 千葉県  千葉 1  柏 

17 東京都  東京 4 
 八王子、立川、むさし府中、 
  町田 

18 神奈川県  横須賀 3  横浜、藤沢、相模原 

19 山梨県  甲府 0  （設置せず） 

20 静岡県  静岡 3  浜松、沼津、富士 

東海 

21 岐阜県  美濃加茂 0  （設置せず） 

22 愛知県  名古屋 3  岡崎、豊川、春日井 

23 三重県  四日市 1  津 

近畿 

24 福井県  敦賀 2  武生、勝山 

25 滋賀県  滋賀県連 1  長浜 

26 京都府  京都 1  福知山 

27 大阪府  大阪 3  茨木、豊中、北大阪 

28 兵庫県  神戸 0  （設置せず） 

29 奈良県  奈良 0  （設置せず） 

30 和歌山県  和歌山 0  （設置せず）  

中国 

31 鳥取県  鳥取 1  米子 

32 島根県  松江 1  出雲 

33 岡山県  岡山 2  倉敷、津山 

34 広島県  広島 0  （設置せず） 

35 山口県  山口県連 3  宇部、山口、徳山 

四国 

36 徳島県  徳島 1  小松島 

37 香川県  高松 0  （設置せず） 

38 愛媛県  松山 1  新居浜 

39 高知県  高知 2  須崎、土佐清水 

九州 

40 福岡県  福岡 3  久留米、北九州、飯塚 

41 佐賀県  佐賀 1  鹿島 

42 長崎県  長崎 0  （設置せず） 

43 熊本県  熊本 0  （設置せず） 

44 大分県  大分県連 0  （設置せず） 

45 宮崎県  宮崎 0  （設置せず） 

46 鹿児島県  鹿児島 1  鹿屋 

47 沖縄県  那覇 2  沖縄、宮古島 

合    計  47 63 

（平成２５年度） 

[注]浜松(静岡県)は、10月からの実施を予定。 
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４．地域ジョブ・カード（サポート）センターの設置一覧（平成２６年度） 
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平成22年度
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平成23年度
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平成24年度

（年間）

平成25年度

（年間）

平成26年度

（4月30日現在）

平成20年度

からの累計

（4月30日現在）

ジョブ・カード普及サポーター企業数と

訓練計画の確認済・認定企業数の推移

○ジョブ・カード普及サポーター企業(ジョブ・カードを採用面接の応募書類として活用する企業)と雇用型訓練を実施 
 するための訓練計画が都道府県労働局長に確認(または、厚生労働大臣に認定)された企業は年々拡大。  
○ジョブ・カード普及サポーター企業は、北は北海道の釧路市(３６０社)から、南は沖縄県の宮古島市(２７０社)まで、 
 全国各地に広がる。事業のスタート時（平成２０年度）からの累計では７.８万社。このうち、４.３万社の訓練計画 
 が確認、または認定されている。 
 
○雇用型訓練を実施した企業の９６％は中小企業であり、従業員数が５０人未満の企業が７９％を占める。 
 
○業種は多岐にわたり、生活関連サービス・娯楽業<理容・美容など>(１６％)が最も多く、卸売・小売業(１４％)、医療・ 
 福祉(１２％)、製造業(１１％)などの順で多い。 

５．地域ジョブ・カード（サポート）センターの活動実績 
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タ
ー
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訓
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画
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済
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認
定
企
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（社） 

事業仕分け 
<10月27日> 制度の大幅な見直し 
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78,166 

43,305 
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助成内容が手厚い「若者チャレンジ奨励金」 

ジョブ・カード普及サポーター企業数と訓練計画の確認済・認定企業数の推移 



984
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7,103

3,246

3,931

6,146

8,250

1,116

5,383

9,543

3,788

4,586

7,184

9,800
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2,000

4,000

6,000

8,000
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平成20年度
（年間）

平成21年度
（年間）

平成22年度
（年間）

平成23年度
（年間）

平成24年度
（5月31日現在）

平成25年度
（5月31日現在）

平成20年度
からの累計

（5月31日現在）

雇用型訓練の修了者数と正社員数の推移

○９６％が中小企業のため、１社当たりの訓練生は、１人～２人の雇用型訓練が多い。 
 
○訓練生の８９％は３４歳以下であり、２４歳以下は４５％を占める。男女別では、５７％が男性。 
 
○雇用型訓練の修了者(３.２万人)のうち、２.５万人を正規雇用。正規雇用率は８０％と非常に高い(事業をスタ 
 ートした平成２０年度からの累計)。 
 
○ジョブ・カード制度推進事業は、非正規労働者の正規雇用化の促進に貢献。 

６．雇用型訓練の修了者数と正社員数の推移 
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了
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正
社
員
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74％ 

74％ 

86％ 

86％ 

86％ 

88％ 

[注]平成24年度と平成25年度にスタートした雇用型訓練は、現在でも「実施中」のものがある。 

雇用型訓練の修了者数と正社員数の推移 



○中小企業は即戦力を求めがちだが、雇用型訓練の実施によって非正規労働者のキャリアアッ 
 プを図り、正規雇用する中小企業が拡大。         【企業での活用事例 http://www.jc-center.jp】 
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Ａ社 
(北海道札幌市、建設業、8人、3カ月) 
 雇用型訓練を実施して社員を採用する
ことは、確実で長続きする雇用関係がで
きるので、会社側、働く側の双方にとっ
てメリットがある。 

７．雇用型訓練を実施した企業から寄せられた声 

Ｂ社 
(宮城県気仙沼市、医療・福祉、6人、5
カ月) 
 煩雑な申請書類への記入や添付書類の
準備などは、どのようにしようかと悩ん
だが、商工会議所の支援があったので、
何も心配はなかった。 

Ｄ社 
(茨城県古河市、卸売・小売業、21人、4
カ月) 
 ジョブ・カードを作成することによっ
て、訓練生にとっては、キャリアに関す
る棚卸になるとともに、今後の目標設定
にも大いに役立った。 

Ｃ社 
(長野県上田市､サービス業､45人､4カ月) 
 雇用型訓練を活用すると、費用面での
負担軽減などの効果は大きいが、何より
も「人材が育つ」ことを実感できた。 

Ｆ社 
(岐阜県岐阜市、建設業、6人、3カ月) 
 新入社員に対し、「誰が、何を、どれ
くらいの時間で教え、効果をどのように
測るのか」といった当社の教育体制を構
築できたので、会社全体の人材育成のレ
ベルアップに役立った。 

Ｋ社 
(徳島県小松島市、卸売・小売業、8人、
5カ月) 
 指導者を務めた社員以外の社員にとっ
ても、指導することの難しさや重要性、
担当業務の振り返りにつながった。 

Ｉ社 
(島根県出雲市、製造業、20人、4カ月) 
 求職者にとっても非常によい制度なの
に、期限までに応募がなかったので、求
職者に対するジョブ・カード制度につい
てのＰＲがもっと必要ではないか。 

Ｍ社 
(佐賀県佐賀市、卸売・小売業、28人、4
カ月) 
 雇用型訓練を活用した正社員採用によ 
って、社員の定着率の向上につながった。 

Ｎ社 
(沖縄県沖縄市、製造業、9人、6カ月) 
 雇用型訓練は、アルバイト社員という
「脇役」から、正社員という「主役」に
なるための人材を育成する研修といえる。 

Ｈ社 
(大阪府大阪市、製造業、23人、3カ月) 
 雇用型訓練で作成した訓練カリキュラ
ムによって、社内での人材育成の体系を
確立できた。今後は、この訓練カリキュ
ラムを活用し、さらに充実した研修を実
施したい。 

Ｊ社 
(広島県広島市、生活関連サービス・娯
楽業〈旅行〉、60人、4カ月) 
 Off-JTの指導者は、先輩の社員が務め
たので、訓練生を教育するために自分自
身も学習することによって、社員全員の
レベルアップにもつながった。 

Ｌ社 
(愛媛県新居浜市、製造業、33人、4カ月) 
 訓練生は、雇用型訓練を修了して正社
員となり、現在も活躍していることは、
当社としての大きな財産。人を採用して
教育にかかる費用面の負担を軽減できた
うえ、人を採用しやすくなったことは、
当社にとっても、求職者にとっても、大
きなメリット。 

[注]下記の人数は従業員数、期間は訓練期間。 

Ｇ社 
(滋賀県長浜市、製造業、16人、6カ月) 
 最も大きな効果は、訓練期間を通じて
訓練生の力量や性格を把握できたこと。
これまでの面接だけによる採用は、時間
が限られていたので、採用の可否の判断
が十分でなかった。しかし、雇用型訓練
では、採用時のミスマッチを少なくでき
たので、非常によい制度だといえる。 

Ｅ社 
(東京都港区、生活関連サービス・娯楽
業、31人、6カ月) 
 当社のような中小零細企業にとっては、
適性のある人材の採用と早期定着、早期
自立を支援してくれる制度といえる。 



ジョブ・カードの記入・作成 

求職者 

登録キャリア・コンサルタントと面接 
（キャリア・コンサルティング） 

ジョブ・カードの内容確認・所見記入 

訓練計画の作成 

ジョブ・カードを活用し、 
雇用型訓練の受講希望者との面接・選考 

企業における雇用関係のもとでの訓練 
ＯＪＴ(実習) ＋ Ｏｆｆ-ＪＴ(座学等) 

≪企業が訓練生に賃金を支給≫ 
 ①有期実習型訓練(３カ月以上６カ月以内) 
 ②実践型人材養成システム(６カ月以上２年以内) 

職業能力の評価 

正社員等として採用 就職活動でのジョブ・カードの活用 

正社員等として採用 

ジョブ・カード普及サポーター企業 

ジョブ・カードを活用し、 
求職者との面接・選考 

～ジョブ・カードを採用面接の応募書類として活用する企業～ 

雇用型訓練を実施しない企業 
・ ・ ・ ・ ・ 

雇用型訓練を実施する企業 
・ ・ ・ ・ 

参考１．ジョブ・カード活用のフロー図 

8 

登録キャリア・コンサルタントと面接 
（キャリア・コンサルティング） 

ジョブ・カードの内容確認・所見記入 



参考２．訓練生の男女別、年齢別の内訳 平成26年3月31日現在 
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○「24歳以下」が年々増加し、全体の４割強。 
○「34歳以下」は、全体の９割弱。  (平成25年度) 

○男性が全体の６割弱を占める。 
              (平成25年度) 

② 43% ② 43% ② 43% ② 43% ② 43%
② 48%

① 57% ① 57% ① 61% ① 57% ① 57%
① 52%

平成25年度 平成24年度 平成23年度 平成22年度 平成21年度 平成20年度

１．男女別

①男性

②女性

⑥ 4.5%
⑥ 13.8% ⑥ 13.9% ⑥ 14.7% ⑥ 14.5%

⑥ 9.6%⑤ 3%

⑤ 8.3% ⑤ 7% ⑤ 7.5% ⑤ 7.3%

④ 3.7%

④ 9.3% ④ 9.1%
④ 11.9% ④ 11.4%

④ 18.8%③ 16.3%

③ 10.6% ③ 11.3%

③ 14.2% ③ 15.1%② 28%

② 15.5% ② 16.2%

② 21.4% ② 21.9%

② 43.5%

① 44.6% ① 42.5% ① 42.5%

① 30.3% ① 29.8% ① 28.1%

平成25年度 平成24年度 平成23年度 平成22年度 平成21年度 平成20年度

２．年齢別

①２４歳以下

②２５歳以上２９歳以下

③３０歳以上３４歳以下

④３５歳以上３９歳以下

⑤４０歳以上４４歳以下

⑥４５歳以上

注）平成20年度のみ

 ①２４歳以下

 ②２５歳以上３４歳以下

 ④３５歳以上４４歳以下

 ⑥４５歳以上



参考３．雇用型訓練を実施した企業の業種別、規模別の内訳 
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平成26年3月31日現在 

○中小企業が年々増加し、全体のほとんどを占める。 
   「50人未満」の企業は、全体の８割弱。 （平成25年度） 

○業種は、多岐にわたる。 
              (平成25年度) 

④ 3.7%
④ 11.2%

④ 19%
④ 12.4%

④ 19.7% ④ 18.4%
③ 6.8%

③ 11.3%

③ 13.5%

③ 12.4%

③ 13.1%
③ 19.3%

② 10.5%

② 16.3%

② 12.3%

② 13.2%

② 16.1%

② 22.3%

① 79%

① 61.2%
① 55.2%

① 62%

① 51.1%

① 40%

平成25年度 平成24年度 平成23年度 平成22年度 平成21年度 平成20年度

４．規模別

①50人未満

②50人以上
   100人未満
③100人以上
   300人未満
④300人以上

⑮ 7.9%

⑮ 32.1%

⑮ 26.2% ⑮ 26.3%

⑮ 20.3%

⑮ 10.1%

⑭ 15.8%

⑬ 9%

⑫ 0.7%

⑪ 2.5%
⑪ 1.4%

⑪ 1.4% ⑪ 2.2%

⑪ 2%

⑪ 4.8%

⑩ 11.5%

⑩ 8.6%

⑩ 7.7%
⑩ 10%

⑩ 13.2%

⑩ 13.1%

⑨ 7.1%

⑨ 4.1%

⑨ 4.8%

⑨ 6.1%
⑨ 7.9%

⑨ 7.4%

⑧ 1.5%

⑧ 0.7%

⑧ 1.1%

⑧ 1.1%

⑧ 0.6%

⑧ 0.3%

⑦ 0.8%

⑦ 1.1%

⑦ 2%

⑦ 1.3%

⑦ 1.9%

⑦ 0.2%

⑥ 13.5%

⑥ 12.4%

⑥ 12.7%

⑥ 12.2% ⑥ 12.8%

⑥ 14%

⑤ 2.6%

⑤ 11.9%

⑤ 12.2% ⑤ 7.2%
⑤ 6.1%

⑤ 1.1%

④ 6.8% ④ 7.4%

④ 11.2%

④ 9.2% ④ 12.3%

④ 17.7%

③ 0.6% ③ 0.4% ③ 0.7%

③ 0.8%
③ 0.7%

③ 0%

② 11.2% ② 11.4% ② 12.4%

② 15.2%
② 15.2%

② 27.1%

① 8.5% ① 8.5% ① 7.6% ① 8.4% ① 7%
① 4.2%

平成25年度 平成24年度 平成23年度 平成22年度 平成21年度 平成20年度

３．業種別

①建設業

②製造業

③電気・ガス・
　  　　　熱供給・水道業

④情報通信業

⑤運輸業

⑥卸売・小売業

⑦金融・保険業

⑧不動産業

⑨飲食店・宿泊業

⑩医療・福祉

⑪教育・学習支援業

⑫農業・林業

⑬専門・
　　　　技術サービス業

⑭生活関連サービス・
　　　　　　　　　　娯楽業

⑮その他のサービス業


